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２
０
２
０
年
改
定　

材
料
告
示

金
パ
ラ
引
き
上
げ
も
今
だ
逆
ザ
ヤ

新型コロナウイルス　　 　　

図１（様式２の７　歯科点数表の初診料の注１の
　　施設基準に係る報告書（７月報告）抜粋）

支払基金審査提供事例

「か強診」・「歯援診」再届出、３月31日まで　　　
「歯援診」要件を満たさない場合は、注13の届出を

周知できない診療報酬
改定延期を求める　　

　

厚
労
省
は
２
０
２
０
年
度

診
療
報
酬
改
定
の
材
料
を
告

示
し
、
補
綴
関
連
の
点
数
が

確
定
し
た
。
４
月
１
日
か
ら

変
更
さ
れ
る
。

金
パ
ラ
引
き
上
が
る
も
、

実
態
と
未
だ
乖
離

　

歯
科
鋳
造
用
の
金
銀
パ
ラ

ジ
ウ
ム
合
金
は
１
㌘
１
６
７

５
円
が
４
０
８
円
引
き
上
げ

ら
れ
２
０
８
３
円
に
な
る
。

　

ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
が
３
月

末
で
廃
止
さ
れ
る
た
め
、
前

歯
と
小
臼
歯
に
対
す
る
歯
冠

修
復
が
、
金
パ
ラ
だ
け
に
な

る
。
イ
ン
レ
ー
単
純
の
前
・

小
臼
歯
は
33
点
増
の
３
６
０

点
、
イ
ン
レ
ー
複
雑
の
前
・

小
臼
歯
は
66
点
増
の
６
２
３

点
、
４
分
の
３
冠
は
82
点
増

の
７
８
９
点
、
５
分
の
４
冠

の
小
臼
歯
は
82
点
増
の
７
２

９
点
、
Ｆ
Ｍ
Ｃ
の
小
臼
歯
は

１
０
３
点
増
の
９
７
９
点
、

前
装
金
属
冠
の
前
・
小
臼
歯

は
１
２
８
点
増
の
１
８
２
８

点
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら

れ
る
。

抜
本
的
な
解
決

さ
れ
ず

　

金
パ
ラ
の
価
格
が
高
騰
を

続
け
、
逆
ザ
ヤ
が
歯
科
医
院

の
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
が
１
月
に
実
施

し
た
、
診
療
報
酬
改
定
の
基

と
な
る
「
令
和
２
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
係
る
こ
れ
ま
で

の
議
論
の
整
理
」
へ
の
意
見

募
集
で
は
、
約
６
０
０
件
の

意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
半
数
が

歯
科
医
師
で
占
め
た
。
特

に
、
金
パ
ラ
の
逆
ザ
ヤ
解
消

を
求
め
る
声
が
２
４
６
件
に

の
ぼ
っ
た
。
中
医
協
は
、

「
歯
科
技
工
料
調
査
の
結
果

を
踏
ま
え
、
歯
冠
修
復
及
び

欠
損
補
綴
等
の
評
価
を
見
直

す
」
と
し
て
い
た
が
、
歯
科

用
貴
金
属
の
材
料
価
格
の
改

定
は
、
２
年
に
一
度
の
診
療

報
酬
改
定
と
、
変
動
幅
プ
ラ

ス
マ
イ
ナ
ス
５
％
を
超
え
た

場
合
の
み
行
わ
れ
る
、
６
カ

月
ご
と
（
10
月
と
４
月
）
の

随
時
改
定
の
ル
ー
ル
に
変
更

は
な
く
、
今
改
定
で
は
抜
本

的
な
解
決
は
さ
れ
な
い
ま
ま

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
金
パ

ラ
で
の
歯
冠
修
復
を
さ
け
、

本
来
望
ま
し
い
治
療
が
困
難

に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

◇

　

協
会
は
材
料
価
格
を
反
映

し
た
『
歯
科
点
数
表
２
０
２

０
年
４
月
版
』
を
３
月
下
旬

に
発
行
す
る
。
会
員
に
は
１

冊
無
料
で
届
け
る
。

　

３
月
５
日
厚
生
労
働
省
が

「
令
和
２
年
度
診
療
報
酬
改

定
の
概
要
」
に
つ
い
て
説
明

し
た
。
Ｑ
＆
Ａ
を
抜
粋
し
て

紹
介
す
る
（
一
部
編
集
を
加

え
て
い
る
）。

歯
科
初
診
料
及
び

歯
科
再
診
料

Ｑ　

歯
科
外
来
診
療
に
お
け

る
院
内
感
染
防
止
対
策
に
係

る
職
員
研
修
を
行
っ
て
い
る

こ
と
と
あ
る
が
、
関
係
職
員

が
適
切
な
研
修
を
院
外
で
受

講
し
て
い
る
場
合
は
、
基
準

を
満
た
す
か
。

Ａ　

満
た
す
。

Ｑ　

前
記
の
質
問
で
院
内
研

修
で
よ
い
場
合
、
歯
科
医
師

が
講
師
で
研
修
を
行
え
ば
よ

い
の
か
。
そ
れ
と
も
外
部
の

講
師
が
必
要
と
な
る
か
。

Ａ　

院
内
の
歯
科
医
師
で

可
。

Ｑ　

職
員
研
修
は
非
常
勤
職

員
や
事
務
職
員
も
含
め
、
全

員
の
受
講
が
必
要
と
な
る
の

か
。

Ａ　

常
勤
非
常
勤
に
か
か
わ

ら
ず
、
診
療
室
で
診
療
補

助
、
医
療
材
料
等
の
準
備
、

器
具
等
洗
浄
・
滅
菌
等
に
従

事
す
る
者
。

Ｑ　

研
修
内
容
に
つ
い
て

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

Ａ　

様
式
２
―
７
に
院
内
感

染
防
止
対
策
の
研
修
の
テ
ー

　

２
月
27
日
協
会
（
医
科
・

高
本
理
事
長
、
歯
科
・
小
澤

理
事
長
）
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
へ
の
対
応
に

伴
う
診
療
報
酬
改
定
実
施
日

の
延
期
及
び
柔
軟
な
対
応
を

求
め
る
緊
急
要
望
書
」
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
。

　

２
０
２
０
年
度
診
療
報
酬

改
定
は
、
４
月
１
日
か
ら
適

用
さ
れ
る
。
感
染
拡
大
し
て

い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
、
厚

生
局
が
実
施
す
る
集
団
指
導

（
新
点
数
の
説
明
会
）
の
中

止
を
決
め
て
い
る
。
協
会
の

新
点
数
説
明
会
・
地
区
点
数

　2020年２月26日に支払基金が下記の審査提供事例を示した。算定項目の先頭の番号は、これ
まで提供された事例の連番を表している。

61　歯髄保護処置②
○取扱い
　原則として、非う蝕性の実質欠損に対して「Ｉ001歯髄保護処置　２　直接歯髄保護処置」
又は「Ｉ001歯髄保護処置　３　間接歯髄保護処置」の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
　非う蝕性の実質欠損であっても、外的刺激等によって歯髄に炎症を引き起こし、疼痛等が発
現することがあり、この場合において、歯髄保護を目的として直接歯髄保護処置又は間接歯髄
保護処置が必要となる場合がある。

　2018年３月以前にか強診・歯援診を届け出た医院は、2018年４月以降の要件を満たし、2020
年３月末までに再度の届出をしなければ2020年４月からか強診・歯援診にかかる諸点数が算定
できなくなる。変更となった、研修受講（感染症拡大の影響で予定していた研修が中止になっ
た場合もその旨（中止の証明）を添える）や算定実績などの要件を満たしている医院は、再度
の届出をお忘れなく。
　2020年３月末で歯援診の新たな要件を満たさず、届出を辞退する場合で、引き続き、４月以
降も訪問診療料を算定する医療機関は、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準の施設基準に
係る届出」を３月中に届出の必要がある。届出なければ、初診料・再診料の点数を算定する。

説
明
会
も
や
む
な
く
中
止
を

決
め
た
。
新
点
数
の
周
知
が

図
れ
な
い
状
況
の
も
と
診
療

報
酬
の
延
期
を
求
め
要
望
書

を
提
出
し
た
。
要
望
で
は
、

令
和
２
年
度
診
療
報
酬
改
定

実
施
日
（
適
用
日
）
に
つ
い

て
、
延
期
を
求
め
、
延
期
し

な
い
の
で
あ
れ
ば
少
な
く
と

も
以
下
の
事
項
の
柔
軟
な
対

応
を
求
め
て
い
る
。
①
施
設

基
準
の
届
出
に
つ
い
て
は
、

９
月
30
日
ま
で
に
届
け
出
れ

ば
、
４
月
１
日
に
遡
っ
て
適

用
す
る
こ
と
。
ま
た
、
３
月

末
で
経
過
措
置
の
期
限
を
迎

え
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
９

月
30
日
ま
で
経
過
措
置
期
間

を
延
長
す
る
こ
と
。
②
新
点

数
に
か
か
わ
る
点
数
表
解
釈

の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
当

面
、
審
査
支
払
機
関
で
の
柔

軟
な
対
応
を
お
こ
な
う
こ
と

―
―
を
求
め
て
い
る
。
特
に

「
か
強
診
」
と
「
歯
援
診
」

は
、
２
０
２
０
年
３
月
31 

日
ま
で
猶
予
期
間
が
設
け
ら

れ
、
再
度
の
届
出
が
迫
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
再
届
出

に
は
研
修
の
修
了
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
予
定
し
て
い
た

研
修
会
が
開
催
さ
れ
な
い
可

能
性
な
ど
も
勘
案
し
て
、
対

応
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

金パラ関連点数 改定前 改定後 増減

インレー単純
大臼歯 391 440 ＋49
前・小臼 327 360 ＋33

インレー複雑
大臼歯 656 747 ＋91
前・小臼 557 623 ＋66

４分の３冠 前　歯 707 789 ＋82

５分の４冠
大臼歯 778 893 ＋115
小臼歯 647 729 ＋82

FMC
大臼歯 1044 1187 ＋143
小臼歯 876 979 ＋103

前装金属冠 前・小臼 1700 1828 ＋128

ポンティック

鋳造・大 1113 1278 ＋165
鋳造・小 945 1070 ＋125
前装・前 1588 1687 ＋99
前装・小 1145 1270 ＋125
前装・大 1163 1338 ＋175

双歯鉤
大大・大小 789 926 ＋137
犬小・小小 670 779 ＋109

二腕鉤
大臼歯 601 694 ＋93

小臼・犬歯 552 634 ＋82
前　歯 528 605 ＋77

コンビネーション鉤
大臼歯 462 507 ＋45

小臼・犬歯 438 477 ＋39
前　歯 426 463 ＋37

鋳造バー 1320 1536 ＋216
告示価格は2,083円/ｇ（2020年４月）

診
療
報
酬
改
定
の

概
要
Ｑ
＆
Ａ

厚生労働
大 臣 へ
要　　望

マ
の
例
を
示
し
て
い
る
の

で
、
参
考
に
さ
れ
た
い
（
図

１
）。

Ｑ　

職
員
研
修
は
今
回
の
改

定
で
新
設
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
取
扱
い
は
ど
う

な
る
の
か
。

Ａ　

職
員
研
修
に
係
る
施
設

基
準
は
、
届
出
で
は
な
く
７

月
報
告
と
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
な
お
、
現
在
注
１
の

届
出
を
行
っ
て
い
る
医
療
機

関
は
７
月
報
告
ま
で
の
間
は

本
規
定
を
満
た
し
て
い
る
も

の
と
見
な
す
こ
と
と
し
て
い

る
。歯

科
疾
患
管
理
料
の
長

期
管
理
加
算
に
つ
い
て

Ｑ　

算
定
要
件
の
「
初
診
日

の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て

２
月
以
内
に
１
回
目
に
１
回

限
り
算
定
す
る
」
と
い
う
文

言
が
削
除
さ
れ
た
が
、
こ
の

理
由
で
１
回
目
の
歯
科
疾
患

管
理
料
が
算
定
で
き
な
く
６

ケ
月
以
上
継
続
的
に
管
理
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
、
４
月

以
降
は
歯
科
疾
患
管
理
料
を

算
定
し
、
引
き
続
き
継
続
管

理
は
可
能
か
。

Ａ　

４
月
以
降
、
歯
科
疾
患

管
理
料
及
び
長
期
管
理
加
算

を
算
定
可
能
。

Ｑ　

初
診
月
か
ら
６
月
を
超

え
た
後
は
、
歯
科
疾
患
管
理

料
を
算
定
す
る
度
に
、
毎
回

１
０
０
点
（
あ
る
い
は
１
２

０
点
）
を
加
算
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
す
か
。
そ
れ
と

も
、
６
月
を
超
え
た
後
の
最

初
の
歯
科
疾
患
管
理
料
の
算

定
日
に
加
算
し
、
そ
の
後
６

月
ご
と
に
１
回
加
算
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
す
か
。

Ａ　

（
前
半
）
そ
の
通
り
で

す
。


